令和　　年　　月　　日

高知県知事　殿
					　　　法人・会社名
住所			
					　　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　印

法令遵守等の自己申告書

「高知県介護事業所認証評価制度」の認証申請にあたり、下記の事項について事実と相違ないことを申告します。

記

１．社会保険・労働保険料を納付している　　　　		　　（　はい　　　いいえ　）

２．県税を納付している	　　（　はい　　　いいえ　）

３．過去１年間、労働関係法令及び介護保険関係法令等を遵守している
[bookmark: _GoBack]監督機関（労働基準監督署や行政所管）が発行した是正勧告書がある場合は、指摘事項に対し改善し、当該機関に報告されている　　　　　　  　　（　はい　　　いいえ　）


４．過去５年間、指定効力停止以上の行政処分又は刑事処分を受けていない
	　（　はい　　　いいえ　）

５．公序良俗に反する事業を行っていない　　　　		　　（　はい　　　いいえ　）

６．虐待の防止のための措置を講じている 　　　　　　　 　　（　はい　　　いいえ　）

７．利用者等からのハラスメントの未然防止や発生時の対策について基本方針を決定し、職員、利用者及び家族等へ周知を行う等、組織としてハラスメント対策に取り組んでいる
　（　はい　　　いいえ　）　



【承諾書】

・介護保険事業にかかる実績、実地監査の状況について確認を受けることを承諾します。
・過去の労働関係法令に関連した調査状況について確認を受けることを承諾します。

※以下の項目を遵守していることをご確認のうえ、自己申告書を作成ください。
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※労働基準法を「労基法」、労働基準局長名で発する通達を「基発」、労働安全衛生法を「安衛法」と略す。

労務管理に関する主な遵守事項

新たに従業員を雇い入れる際には、労働条件通知書（労働契約書）又は、就業規則に加えて辞令の交付によ

り、賃金・労働時間その他労働条件を書面で明示している。

常時10人以上の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ている。

また、就業規則を書面交付や事業所の見やすいところに掲示する等、従業員に周知している。

従業員の労働時間（始業・終業時刻）や休日における労働について、タイムカード等により、できる限り客観的な

方法で適正に把握・管理している。

変形労働時間制を導入する場合、その旨を就業規則または労使協定で定め、労働基準監督署に届け出てい

る。

法定労働時間を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合には、従業員の過半数代表者と「時

間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ている。

雇入れの日から６か月間継続勤務し、８割以上出勤した従業員（パートタイマーも含む）に対し、年次有給休暇を

与えている。

時間外労働を行わせた場合、実態に即した時間を通算し、その時間外に対する割増賃金を適正に支払ってい

る。

引継ぎ時間、業務報告書作成時間、研修時間等従業員が使用者の『指揮命令下』に置かれた時間については、

労働時間として賃金を支払っている。

時間外労働等の適用除外となる管理監督者には、その地位にふさわしい待遇と権限を与えている。

また、管理監督者であっても深夜（22時～翌朝5時）に勤務させる場合は、深夜割増賃金（25％以上）を支払って

いる。

常時10人以上50人未満の事業所においては、衛生推進者の選任をしている。また、50人以上の事業所において

は、衛生管理者及び産業医を選任し、衛生委員会を設置している。

常時使用する従業員に対して1年間に1回（深夜業に従事する者は６か月に１回）定期に健康診断を行っている。

また、常時50人以上の事業所においては、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出している。

正規・非正規の雇用形態を問わず1人でも従業員を雇用している場合は、労災保険に加入している。

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険に加入している。

所定労働日数及び所定労働時間が、一般従業員の４分の３以上である場合は社会保険（健康保険・厚生年金

保険）に加入している。
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